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主          文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

      事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

被告が，原告に対する公正取引委員会平成▲年(判)第▲号私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法律第

３５号）附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる同法によ

る改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁

止法」という。）に基づく課徴金納付命令審判事件について，平成２２年２

月２４日付けでした審決のうち，１億１７１１万円を超えて課徴金の納付を

命じた部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，被告が，Ａ株式会社（以下「Ａ」という。）が他の事業者と共同し

てポリプロピレン（原料であるナフサの価格に連動して販売価格を設定する旨

の契約を締結しているものを除く。）の販売価格の引き上げを決定し，相互に

その事業活動を拘束することにより，公共の利益に反して，我が国におけるポ

リプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたものであって，

独占禁止法２条６項に規定する不当な取引制限に該当し，同法７条の２第１項

に規定する商品の対価に係るものであり，同法３条に違反するとして，Ａを吸

収合併した原告に対して課徴金１億４２１５万円の納付を命じる審決（以下

「本件審決」という。）をしたのに対し，原告がその一部取消しを求める事案

である。 

２ 前提事実 

(1) 被告は，平成１９年８月８日，原告ほか２名の被審人に対し，Ａ及び被

審人株式会社Ｂ（以下「Ｂ」という。）が，Ｃ株式会社（以下「Ｃ」とい
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う。），株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。），Ｅ株式会社（以下「Ｅ」と

いう。），被審人Ｆ株式会社（以下「Ｆ」という。）及び被審人Ｇ株式会

社(以下「Ｇ」という。）と共同して，平成１２年３月６日に，同年４月以

降，ポリプロピレンの需要者向け販売価格を１キログラム当たり１０円を

めどに引き上げることを決定した行為は，独占禁止法３条の規定に違反す

るものであり，かつ，当該行為は，既になくなっていると認めることなど

を内容とする審決をした（公正取引委員会平成▲年(判)第▲号，以下「本

案審決」という。）。 

(2) 本案審決において認定された事実は，次のとおりである。 

ア ポリプロピレンは，ナフサを分解・精製することによって生産される

プロピレンを重合して製造される合成樹脂であり，その用途は，日用品

等広範囲に及んでいる。ポリプロピレンの市場規模は，平成１２年当時

国産品約３２４０億円，輸入品約１８６億円の合計約３４２６億円であ

った。 

イ 平成１２年１月から５月までの当時，ポリプロピレンの製造販売業者

として，Ａのほか，Ｆ（当時の商号Ｈ工業株式会社），Ｇ（当時の商号

Ｉ株式会社），Ｂ，Ｃ（当時の商号Ｊ株式会社），Ｄ，Ｅが存在した

（以下，上記７社を総称して「７社」という。）。 

ウ 当時の７社の市場占有率の合計は販売数量ベースで約９１パーセント

であり，市場占有率第１位のＣ及び同第２位のＤの２社の国内販売にお

ける市場占有率の合計は販売数量ベースで約４５パーセントであった。 

エ ７社は，ポリプロピレンをそれぞれ直接または販売業者を通じて需要

者に販売しており，需要者の多くは７社のうち２社以上からポリプロピ

レンの供給を受けていた。ポリプロピレンの販売価格について，７社は，

ほとんどの場合，直接又は販売業者を通じて需要者との間で価格交渉を

行い，個別に需要者渡し価格を定めていた。 
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オ ポリプロピレンは，ナフサを分解して得られるプロピレンを原料とし

ており，ナフサのコストがプロピレンのコストに占める割合が高く，か

つ，プロピレンのコストがポリプロピレンのコストに占める割合が高い

ことから，ナフサの価格の動向がポリプロピレンのコストに大きな影響

を及ぼす関係にあり，ナフサ価格が１キロリットル当たり１０００円上

昇すれば，ポリプロピレンの価格を１キログラム当たり２円値上げする

必要があるというのが，ポリプロピレンの製造販売業者における共通認

識となっていた。７社は，販売するポリプロピレンの一部について一部

の需要者との間で，あらかじめナフサ価格に連動して一定の算式の下に

ポリプロピレンの販売価格を設定する方式（以下「ナフサリンク方式」

という。）による契約を締結している。 

カ 平成１２年当時，ポリプロピレン等の石油化学製品の製造業者の事業

者団体として東京都千代田区α×番１号に事務所を置くＫ協会（以下

「Ｋ協」という。）があり，７社はその会員となっていた。Ｋ協が製品

別に設けている委員会として，７社の役員級の者を構成員とするポリプ

ロピレン委員会があり，その下部機関として７社の営業部長級の者を構

成員とするポリプロピレン委員会企画調査小委員会（以下「ポリプロピ

レン小委員会」という。）があった。 

キ ポリプロピレン製造販売業者は，かねてから，各社の営業部長級の者

らによる会合（以下「部長会」という。）を開催し，ポリプロピレンの

販売に関する情報交換を行っていたところ，７社は，平成１１年１１月

ころ以降，ポリプロピレン小委員会が開催される機会を利用して部長会

を開催するようになり，ナフサ価格の先行きの見通し，ポリプロピレン

の採算状況，ポリプロピレンの値上げの必要性等について協議していた。 

ク 平成１２年１月２１日，Ｋ協においてポリプロピレン小委員会が開催

された際，７社のうちＣを除く６社が出席して部長会が開催され，当時
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上昇が続いていたナフサ価格の見通し及びポリプロピレンの値上げの必

要性について意見交換を行った。その内容は，Ｃの部長会構成員に対し

ても通知された。７社は，同年２月７日，部長会を開催し，現状のポリ

プロピレンの販売価格で採算がとれるナフサ価格の水準は１キロリット

ル当たり１万７０００円から１万８０００円とすることについて共通認

識を得るとともに，以後，ポリプロピレンの値上げについて検討を行う

こととした。部長会構成員は，その後，同年４月以降のナフサ価格の見

通し及びポリプロピレンの値上げに関して意見交換を重ね，同年３月６

日，Ｋ協において開催された部長会において，７社は，同年４月以降の

ナフサ価格は１キロリットル当たり２万２０００円から２万３０００円

となる見通しであることにつき一致し，同月以降，ポリプロピレンの需

要者向け販売価格を１キログラム当たり１０円をめどに引き上げること

を合意した（以下「本件合意」という。）。 

ケ ７社のうちＥ及びＢを除く５社は，平成１２年３月１７日，Ｃ本社に

おいて部長会を開催し，その際，Ａは同年４月２１日出荷分からポリプ

ロピレン価格を１キログラム当たり１０円から１５円の値上げ，Ｃは同

月２１日出荷分から１キログラム当たり１０円の値上げ，Ｄは同月１５

日出荷分から１キログラム当たり１０円から１５円の値上げ，Ｆは同月

２０日出荷分から１キログラム当たり１０円の値上げを行うとの予定を

表明し，Ｇの値上げの具体的日程は未定であった。５社は，各社が大手

の需要者を分担し，それぞれ，責任をもってポリプロピレンの値上げ交

渉を行うことを合意し，その内容は，当日部長会を欠席したＥ及びＢの

部長会構成員にも伝えられた。 

コ ７社は，平成１２年３月２７日，東京都中央区内の飲食店において部

長会を開催し，各社がそれぞれ責任を持って値上げ交渉を行う大手需要

者を取り決めた。 
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サ ７社は，平成１２年３月１７日から４月１１日にかけて，順次，対外

発表又は需要者に対するポリプロピレンの値上げ交渉を開始してポリプ

ロピレンの値上げを打ち出し，Ａは同年３月１７日に同年４月２１日か

らポリプロピレンの価格を１キログラム当たり１０円から１５円値上げ

する旨を公式発表した。７社は，値上げを打ち出すのと同時に，取引先

販売業者及び需要者に対しポリプロピレンの値上げを行う旨を通告し，

交渉を開始し，一部において値上げを実現した。 

シ ７社は，その間，平成１２年４月中に部長会を開催し，各社が交渉を

担当する需要者に対する値上げ交渉の進捗状況について情報交換を行っ

た。 

ス 平成１２年５月３０日，公正取引委員会が立入検査を行い，Ｅは同年

９月５日ころ，Ｃは同月７日ころ，Ｄは同月２２日ころ，それぞれ，本

件合意から離脱することを，他の参加各社に通知して表明し，さらに，

Ｃは同年１０月２５日，取引先販売業者及び需要者に対し，本件違反行

為から離脱した旨を通知した。その余の各社は，本件合意ないし本件違

反行為から離脱する旨の外部的な意思表明を行っていないが，本件違反

行為は５月３０日以降，遅くとも１０月２５日までに違反行為者全員に

ついてなくなり，本件合意は消滅した。 

セ 原告は，平成１６年８月１日，Ａを吸収合併し，平成１７年４月１日，

Ｍ株式会社と共同新設分割により株式会社Ｎを設立し，両社のポリプロ

ピレン製造販売業を包括承継させ，その後，自らはポリプロピレンの製

造販売業を営んでいない。 

(3) 以上の事実に基づき，本案審決は次のとおり判断した。 

 独占禁止法３条において禁止されている不当な取引制限，すなわち，事

業者が，他の事業者と共同して対価を引き上げる等相互に事業活動を拘束

し，又は，遂行することにより一定の取引分野における競争を実質的に制
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限すること（独禁法２条６項）にいう，「共同して」に当たるためには，

複数事業者が対価を引き上げるに当たって，相互の間に意思の連絡があっ

たと認められることが必要であると解される。Ａらは，平成１２年１月２

１日の部長会においてナフサ価格の高騰を背景に，同年４月以降のナフサ

価格の見通し及びポリプロピレンの値上げについて部長会において検討し

ていくこととし，これに基づき同年２月７日及び同月２１日の部長会にお

いて，当該値上げについて意見交換が行われ，同年３月６日の部長会後の

同月１７日の会合において，各社の値上げのための社内手続の進捗状況，

値上げの打ち出しの内容，対外発表時期等につき確認をし，同月２７日の

会合において，各社が責任をもって値上げ交渉を行う需要者に対する分担

を決める案を持ち寄ることとし，同日の会合においてその分担が決められ，

その後，実際に値上げの交渉が行われた。これらのことからすると，同月

１７日の会合までには，ポリプロピレンの値上げについてＡらの間に「意

思の連絡」が既に存在していたと考えられ，Ａらが，同月６日の部長会に

おいて，相互にポリプロピレンの需要者向け販売価格の引き上げを実施す

ることを認識ないし予測し，これと歩調をそろえる意思を有し，もって上

記「意思の連絡」に当たる本件合意が成立した。 

本件においては，ポリプロピレン（ナフサリンク方式により販売価格を

決定しているものを除く。）全体で１個の「一定の取引分野」を形成して

いる。 

原告と株式会社Ｎとは別法人であって，原告がポリプロピレン製造販売

業を実質的に営んでいるということはできず，原告について独占禁止法５

４条２項にいう「特に必要があると認めるとき」には当たらない。 

(4) 被告は，平成２０年６月２０日，原告に対し，独占禁止法４８条の２第

１項の規定に基づき課徴金１億４２１５万円の納付を命じ，原告は，同月

２６日，同条５項の規定に基づき審判手続の開始を請求し，被告は，独占
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禁止法４９条２項の規定により審判手続を開始した。 

(5) 原告は，同審判手続において要旨次のとおり主張した。 

ア Ａが，他の事業者と共同して，平成１２年３月６日に，同年４月以降，

ポリプロピレンの需要者向け販売価格を1キログラム当たり１０円をめど

に引き上げることを決定した事実は存在しない。 

イ Ｏは平成１６年８月１日以前はＡの全額出資子会社であったもの（同

日以後は原告の全額出資子会社）であり，ＡのＯに対するポリプロピレ

ンの売上げは，経理上売上げとしているものであっても同一企業内にお

ける加工部門への物資の移動と同視し得るものであるから，Ｏに対する

売上額１億９６７４万０４６７円は課徴金の算定の基礎となる売上額か

ら控除されるべきである。 

ウ Ｐ株式会社（以下「Ｐ」という。）は平成１１年２月以降Ａの全額出

資子会社となったもの（その後，原告の全額出資子会社）であり，Ａの

Ｐに対する売上げは，経理上売上げとしているものであっても同一企業

内における加工部門への物資の移動と同視し得るものであるから，Ａの

Ｐに対する売上額５２６万６０４４円は課徴金の算定の基礎となる売上

額から控除されるべきである。 

エ Ｑ株式会社（以下「Ｑ」という。）は，Ａの全額出資子会社であるＯ

の製品の製造を受託し，その主要原料であるポリプロピレンについてＯ

から全量支給を受け，受託製造した製品はＯからＱに販売した原料価格

に委託加工料を加えた価格でＯが全量引き取っており，Ｑ向けのポリプ

ロピレンの売上げは，Ａの自家消費又は同一企業内における加工部門へ

の物資の移動と同視し得るものであるから，ＡのＯを通じてのＱに対す

る売上額３５９３万４７８０円は，課徴金の算定の基礎となる売上額か

ら控除されるべきである。 

オ Ｒ株式会社（以下「Ｒ」という。）に対するＡからの合成樹脂の販売
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価格については，第三者に対する価格（国内ナチュラルプロパーの平均

価格（Ｒ向け及び二次加工品を除く）の９０パーセントといった一定の

フォーミュラに基づき自動的に設定されており，競争の余地の全くない

もので，一般の需要者との間の販売価格決定方法とは全く異なっていた

から，Ｒは実質的にＡの完全子会社と同視されて扱われていたものであ

り，ＡのＲに対するポリプロピレンの売上げは実質的にＡの加工部門へ

の物資の移動と同視し得るものあるいは明示的又は黙示的にカルテルの

対象から除外したか又はこれと同視し得る合理的な理由がある特段の事

情が認められる場合に当たり，Ｒに対する売上額１億７９３５万４１６

６円は課徴金の算定の基礎となる売上額から控除されるべきである。 

(6) これに対し，審査官は次のとおり意見を述べた。 

ア 独占禁止法７条の２第１項は，「当該商品の実行としての事業活動」

が行われた期間における「当該商品の（中略）売上額」を基礎として計

算した額の課徴金の納付を命ずる旨規定している。「当該商品」とは，

一定の取引分野における競争を実質的に制限する違反行為が行われた場

合において，その対象商品の範ちゅうに属する商品であって，当該違反

行為による拘束を受けたものをいう。対象商品の範ちゅうに属する商品

については，当該行為を行った事業者又は事業団体が明示的又は黙示的

に当該行為の対象からあえて除外したこと，あるいは，これと同視し得

る合理的な理由によって定型的に当該行為による拘束から除外されてい

ることを示す特段の事由がない限り「当該商品」に該当し，課徴金の算

定対象に含まれると推定される。本件違反行為の対象商品は，ナフサリ

ンク方式により販売価格を設定しているものを除く我が国において販売

されるポリプロピレンである。また，資本関係のある事業者との取引に

係る売上額が課徴金の算定対象から一律に除外されるものではない。 

イ ＡのＯ向け商品は，本件違反行為の対象商品の範ちゅうに含まれ，Ｏ
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向け商品は本件違反行為による拘束を受けており，本件違反行為による

拘束から除外されていることを示す特段の事情は存在しない。したがっ

て，Ｏ向け製品の売上額は，課徴金の算定対象から除外されない。 

ウ Ｐ及びＱは，ポリプロピレンの全量をＯから購入しており，両社を需

要者とする取引は物流上はＡから両社に直接配送しているが販売先はＯ

である。したがって，Ｐ及びＱ向けに販売したポリプロピレンはＯ向け

製品に含まれ，課徴金の算定対象となる。 

エ Ｒ向け商品は，本件違反行為の対象商品の範ちゅうに含まれ，本件違

反行為による拘束を受けており，本件違反行為による拘束から除外され

ていることを示す特段の事情は存在しない。したがって，Ｒ向け商品の

売上額は，課徴金の算定対象から除外されない。 

(7) 審判官らは，平成２１年１２月１４日，原告に対し課徴金として１億４

２１５万円を国庫に納付することを命ずる審決案を作成し，同審決案は，

平成２２年１月５日原告に送達され，これに対し，原告が異議の申し立て

をした。 

３ 本件審決 

被告は，平成２２年２月２４日，本件審決をした。その要旨は，次のとお

りである。 

(1) Ａは，他の事業者と共同してポリプロピレン（ナフサリンク方式による

契約を締結しているものを除く。）の販売価格の引き上げを決定し，相互

にその事業活動を拘束することにより，公共の利益に反して，我が国にお

けるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に制限していたもの

であって，これは独占禁止法２条６項に規定する不当な取引制限に該当し，

同法３条の規定に違反するものであり，かつ，同法７条の２第１項に規定

する商品の対価に係るものである（以下「本件違反行為」という。）。 

(2) Ａはポリプロピレンの製造販売業を営んでいた者であるが，平成１６年
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８月１日付けで原告との間で原告を存続会社として合併したことにより消

滅し，Ａがした本件違反行為は独占禁止法７条の２第５項の規定により原

告がした違反行為とみなされる。 

(3) Ａが本件違反行為の実行としての事業活動を行った日は，平成１２年４

月２１日である。Ａのその実行としての事業活動は，平成１２年５月２９

日になくなっている（以下「本件実行期間」という。）。 

(4) 本件実行期間における原告のポリプロピレンの売上額は，私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律（平成１７年法

律第３５号）附則２条のなお従前の例によることとする規定により，私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

（平成１７年政令第３１８号）による改正前の私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律施行令（以下「独占禁止法施行令」という。）５条

の規定に基づき算定すると，２３億６９２１万６５０２円である。そのう

ちＯに対するものは２億３７９４万１２９１円，Ｒに対するものは１億７

９３５万４１６６円である。 

(5) 原告が納付すべき課徴金の額は，独占禁止法７条の２第１項の規定によ

り，原告のポリプロピレンの売上額２３億６９２１万６５０２円に１００

分の６を乗じて得た額から，同条４項の規定により１万円未満の端数を切

り捨てて算出された１億４２１５万円である。 

(6) 原告には，本案審決に係る審判手続において本件違反行為の存否を争う

機会が与えられており，被告は原告の主張立証を踏まえて本件違反行為の

存在を認定して本案審決を行ったものである。このような場合には，課徴

金に係る審判において重ねて違反行為の不存在を主張することは許されな

い。 

(7) 独占禁止法７条の２第１項所定の「当該商品」とは，違反行為の対象商

品の範ちゅうに属する商品であって，当該行為による拘束を受けたものを
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いう。違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品については，当該行為

を行った事業者又は事業者団体が明示的又は黙示的に当該行為の対象から

あえて除外していたか又はこれと同視し得る合理的な理由によって定型的

に当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情がない限

り，当該行為による拘束を受けたものと推定し，課徴金の算定対象に含め

るのが相当である。 

(8) 本件違反行為の対象商品はポリプロピレン（ナフサリンク方式による契

約を締結しているものを除く。）であり取引先による限定は加えられてい

ないから，Ｏ向け商品及びＲ向け商品は，本件違反行為の対象商品の範ち

ゅうに属する。Ｏ向け商品及びＲ向け商品が，本件違反行為の参加者らに

おいて明示的又は黙示的に本件違反行為の対象からあえて除外したものに

該当すると認めるべき証拠はない。 

(9) Ｏは，Ａの全額出資子会社でその支配下にあった者であるが，Ａとは別

個の法人格を有する者として，Ａから購入したポリプロピレンを原料とし

て製造した製品を自ら需要者に販売していた者であり，Ａからの購入価格

は，本件違反行為によるポリプロピレンの値上げ等と連動していた。かか

る事情を総合考慮すると，Ｏ向け商品がその性質上客観的にみて本件違反

行為の対象外のものであるとみることはできず，その売上げが同一企業内

における加工部門への物資の移動と同視し得るものということもできず，

本件違反行為の参加者らにおいて明示的又は黙示的に本件違反行為の対象

からあえて除外していたことと同視し得る合理的な理由によって定型的に

当該行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情があると認

めることはできない。 

よって，Ｏ向け商品は本件違反行為による拘束を受けたものと推定され，

独占禁止法７条の２第１項所定の「当該商品」に該当するものとして課徴

金算定対象に含めるのが相当である。 
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(10) ＲはＡと密接な関係にあったが同社の完全な支配下にあったのではな

い上，同社から購入したポリプロピレンを原料として製造した製品を自ら

需要者に販売していた者であり，かつ，Ａからの購入価格は本件違反行為

によるポリプロピレンの値上げ等と連動していたという事情に照らせば，

Ｒ向け商品について，本件違反行為の参加者らにおいて明示的又は黙示的

に本件違反行為の対象からあえて除外していたことと同視し得る合理的な

理由によって定型的に当該行為による拘束から除外されていることを示す

特段の事情があると認めることはできない。 

よって，Ｒ向け商品は本件違反行為による拘束を受けたものと推定され，

独占禁止法７条の２第１項所定の「当該商品」に該当するものとして課徴

金算定対象に含めるのが相当である。 

４ 争いのない事実等 

本件審決は，本件違反行為に係る本案審決の後，本案審決と同一の当事者

に対して本案審決において認定された本件違反行為に基づいてされた課徴金

納付命令に関するものである。独占禁止法４８条の２第１項ただし書きは，

違反行為について審判手続が開始された場合には，審判手続が終了した後で

なければ課徴金の納付を命ずることができない旨を規定するところ，その趣

旨は，違反行為の存否について争いがある場合，まず違反行為に関する事実

の存否については判断を確定し，これを前提として課徴金の納付を命ずるこ

とにより，同一の違反行為について排除措置を命ずる手続と課徴金の納付を

命ずる手続との間で違反行為の事実認定が不統一となることを防止し，同一

の違反行為に関する審理の重複を回避するにあると解されるから，本件課徴

金納付命令に関し，本案審決において認定された本件違反行為の存否を争う

ことはできないと解すべきであり，原告も，本件訴訟においては，これを争

っていない。 

独占禁止法施行令５条の規定に従い算定した本件実行期間における原告の
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ポリプロピレンの売上額が２３億６９２１万６５０２円であり，そのうちＯ

に対する売上額が２億３７９４万１２９１円，Ｒに対する売上額が１億７９

３５万４１６６円であることは，当事者間に争いがない。 

５ 争点 

(1) 本件課徴金算定の基礎となる独占禁止法７条の１第１項による原告のポ

リプロピレンの売上額に，Ｏに対するポリプロピレンの売上額が含まれる

か。 

(2) 同条項による原告のポリプロピレンの売上額に，Ｒに対するポリプロピ

レンの売上額が含まれるか。 

６ 争点に関する当事者の主張 

(1) 原告の主張 

ア 総論 

独占禁止法においては，法適用上，親子会社関係という経済的実質に

おける組織的一体性に適合する解釈がなされるべきであり，経済的実質

における組織的一体性を有する子会社であるＯやＲに対する商品の売り

上げは，課徴金の対象となる売上額に該当しない。 

本件課徴金算定の基礎となる原告のポリプロピレンの売上額は，本件

実行期間における原告のポリプロピレンの売上額２３億６９２１万６５

０２円からＯに係る売上額２億３７９４万１２９１円及びＲに係る売上

額１億７９３５万４１６６円の合計４億１７２９万５４５７円を除外し

た１９億５１９２万１０４５円であり，課徴金の金額は，これに１００

分の６を乗じて得た金額の１万円未満の端数を切り捨てた１億１７１１

万円となる。 

したがって，本件審決のうち，１億１７１１万円を超えて課徴金の納

付を命じた部分は，独占禁止法７条の２第１項の解釈適用を誤り，課徴

金を課すべき理由なくこれを課した違法があり，取消を免れない。 
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イ 争点(1)について 

(ア) Ｏは，Ａが開発した合成樹脂シート及びフィルム等の加工製品の

製造工場として，昭和５９年１月１１日Ａの全額出資により設立され，

平成１２年３月２９日，経営戦略・経営管理上の観点からＡの加工製

品事業を営業譲渡する形で分社化し，合成樹脂加工製品の研究開発，

製造及び販売を行っており，平成１６年８月１日，Ａが原告との間で

原告を存続会社として合併し，同日以降，原告の全額出資子会社とな

るまでは，Ａの全額出資子会社であり，現在に至るまでその資本構成

に変化はなく，その代表取締役は原告（Ａ）から派遣され，役員も全

て原告（Ａ）の関係者で占められ，実質的にもＡの加工部門として位

置づけられてきた会社にほかならない。 

(イ) Ｏは本件違反期間中Ａの全額出資子会社であったものであり，こ

のような全額出資子会社については，経理上ＡのＯに対するポリプロ

ピレンの売上げとされているものであったとしても，同一企業内にお

ける加工部門への物資の移動と同視し得るものであるから，独占禁止

法７条の２第１項にいう「売上額」に当たらず，課徴金算定の基礎と

なる売上額から除外されるべきである（公正取引委員会昭和５９年２

月２日審決・公正取引委員会審決集３０巻５６頁参照）。 

(ウ) Ｏは，Ａの加工部門として位置づけられている全額出資子会社で

あり，もっぱら同社から原材料としてのポリプロピレンの支給を受け，

これを原料に合成樹脂加工製品を製造し，当該製品を一般需要者に販

売している。したがって，ＡがＯを隠れ蓑にして市場にポリプロピレ

ンを出荷している関係にもなく，同社に対する売上げを課徴金の対象

となる売上げとしなければ不当に課徴金を免れることになることもな

い。 

(エ) Ｏ向けのポリプロピレンが独占禁止法７条の２第１項に規定する
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「当該商品」に該当するかとの観点からみても，対象商品の範ちゅう

が，違反行為の内容に応じ，商品の種類，取引地域，取引段階，取引

相手方等の要素により画定されることは被告が認めており，全額出資

子会社は，ここでいう「取引先」に該当するものでなく，同社に対す

る販売も実質的に支給であって「取引」に該当せず，全額出資子会社

であるＯ向けのポリプロピレンは，そもそも違反行為の対象商品の範

ちゅうに属しないか，少なくとも「定型的に当該行為による拘束から

除外されることを示す特段の事情」がある。 

(オ) 本件違反行為の内容とされているのは，「ポリプロピレンを１キ

ログラムあたり１０円をめどに値上げを行うことの合意」による相互

拘束であるから，かかる相互拘束の対象となるのは，値上げを行うこ

とについての交渉を行うことができ，その必要性がある取引であり，

そのような取引先向けの「当該商品」である。そのような余地，必要

性のない，全額出資子会社であり一定のフォーミュラに基づき自動的，

機械的に設定されていたＯ向けのポリプロピレンについては，被告の

いう「違反行為の対象商品の範ちゅう」に属しない。Ｏについて，大

手需要家向け販売価格（一定期間の実績値）の９０パーセントという

販売価格の決定方式を取っているのは，実質的にはＡの加工部門であ

るＯへのポリプロピレンの原料支給でありながら，経理上売り上げの

形を取らざるを得ないポリプロピレンの販売について何らかの販売価

格の設定をするに当たり，廉価に販売し実質的に子会社への原料支給

とするためという，親子会社関係ゆえの政策的な観点から設定された

価格決定方法にすぎず，通常の取引先との取引関係に基づく価格決定

方法とは，質的に全く異なるものであり，本件違反行為の実施に伴っ

て価格改定が行われることを企図したものでなく，そのような趣旨，

性質のものでもない。また，全額出資子会社が親会社から購入できる
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ポリプロピレンを，親会社から１００パーセント購入することは当然

のことであり，親会社以外のポリプロピレンメーカーから購入するこ

とは現実的にあり得ないから，そのような全額出資子会社向けのポリ

プロピレンは定型的に違反行為による拘束から除外されている類型に

当たる。Ｏについては，当初から競争が行われる分野でなく，カルテ

ル行為による不当な経済的利得を剥奪することによって，違反行為の

抑止を図り，その実効性を確保するという課徴金制度の趣旨は当ては

まらない。 

(カ) なお，被告は，「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

（付）親子会社間の取引」（以下「指針」という。）において，「事

業者」（親会社）が他の事業者（子会社）の株式を所有している場合

に，親子会社間の取引が不公正な取引方法による規制の対象となるか

否かについて，「親会社が株式の１００パーセントを所有している子

会社の場合には，通常，親子会社間の取引は実質的に同一企業内の行

為に準ずるものと認められ，親子会社間の取引は，原則として不公正

な取引方法による規制を受けない。親会社の株式所有比率が１００パ

ーセントに満たない子会社（原則として株式所有比率が５０パーセン

ト超）の場合についても，親子会社間の取引が実質的に同一企業内の

行為に準ずるものと認められるときには，親子会社間の取引は，原則

として不公正な取引方法による規制を受けない。」としており，１０

０パーセント子会社の場合を含め，親子会社間の取引が，実質的に同

一企業内の行為に準ずるものと認められる場合があることを認めてい

る。 

指針が独占禁止法７条の２第１項の解釈にただちに準用されるもの

でないとしても，その基礎にある考え方においては，親子会社に関し

て経済的実質の観点を踏まえた解釈，運用を行っていることに変わり
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はなく，その基礎にある考え方は，課徴金賦課の問題においても共通

するというべきである。 

ウ 争点(2)について 

(ア) Ｒは，昭和５４年５月２６日，ＡとＳ株式会社（当時，以下

「Ｓ」という。）の均等出資により設立され，複合樹脂材料の開発，

生産，販売を行う会社であり，その資本構成は設立以来変化がなく，

Ｒの代表取締役は，設立時から一貫してＡから派遣され，取締役，監

査役については各２分の１の人数をＡ及びＳから出していた。Ｒの取

り扱う複合樹脂はポリオレフィン（ポリプロピレンとポリエチレンの

総称）等の合成樹脂を主要原料としており，ＡとＳ間の昭和５４年５

月７日付け「合弁会社設立に関する基本契約書」（以下「合弁基本契

約書」という。）の定めにより，Ｒ向けの合成樹脂については，Ａが

供給責任を負い，市場競争力ある価格及び条件で供給するものとされ

ており，Ｒはポリプロピレン等の合成樹脂については全量Ａから購入

し他社から購入することはなく，ＲについてＡと競合しようとするメ

ーカーもなかった。 

(イ) Ｒに対するＡからの合成樹脂の販売価格については，合弁基本契

約書を踏まえ，常に第三者に対する市場価格より優遇した価格とする

ため，Ｒ向けに販売したポリプロピレンと加工品である樹脂製品を除

いたＡのナチュラル品のポリプロピレンの平均単価に０．９を乗じた

金額がＲ向けのポリプロピレンの単価になるという形で予め一定のフ

ォーミュラが設定され，かかるフォーミュラに基づき四半期ごとに直

前四半期の実績に基づいて自動的，機械的に設定されていたものであ

り，当該販売価格についてＲとＡとの間で個別に価格交渉が行われる

ことはなかった。 

本件において，需要者との価格をナフサリンク方式で決定している
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売上げは課徴金の対象から除外されているが，Ｒ向け販売価格につい

ては，一般需要者に対して値上げを依頼するか否かにかかわらず，ま

た，一般需要者に対する値上げ交渉の時期如何にかかわらず，さらに，

一般需要者に対する関係で現実に値上げを実施できたか否かにかかわ

らず，四半期毎に定期的に過去の実績値に基づいて自動的に販売価格

が決まり，一定のフォーミュラに従って自動的，機械的に価格が決ま

るという点で，ナフサリンク方式とＲに対する売上げとで何ら差異は

なく，Ｒ向けのポリプロピレンの売上げは課徴金の対象となる売上額

から除外されるべきである。 

(ウ) Ｒ向けのポリプロピレンの販売価格の決定方法は，一般の需要者

との間の販売価格の決定方法とは全く異なっており，Ｒはポリプロピ

レンに関して実質的にＡの完全子会社と同視されて取り扱われていた

ものであり，ＡのＲに対するポリプロピレンの販売は，Ａの加工部門

への物資の移動又は同一事業者内での供給の延長と位置づけられてい

た。また，ＲがポリプロピレンをＡから１００パーセント購入するこ

とも当然のことであって，同社以外の事業者からポリプロピレンを購

入することは現実的にあり得ない。 

(エ) 本件で違反行為とされているカルテル行為は，交渉等により取引

先に対して値上げを行いたいとする場合に，１社単独で取引先と交渉

するのでは交渉力が弱く実現性に困難が生じることから，当該市場の

主だった市場占有率を占める複数社間で合意をして，その相互拘束の

下，共同して値上げ交渉を遂行することにより値上げを実現しやすく

する行為が問題とされるものである。本件違反行為において，違反行

為者の間で本件合意により相互拘束の対象となっているのも，これか

ら交渉により値上げを行おうとする取引先に販売するポリプロピレン

であることは明らかである。Ｒに対する販売価格の決定方法は，違反
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行為に基づいてその相互拘束力を背景に一般の需要者に対すると同様

に値上げの実現に向けて行動していくという関係に立つものではなく，

一般の需要者と同様に本件違反行為の実施に連動して値上げが行われ

る取引関係でもなく，個別の交渉により販売価格を決定し販売する一

般の需要者との取引関係とは質的に大きく異なっていた。すなわちＲ

に関しても，当初から競争が行われ得る分野ではなかったものであり，

同社向けのポリプロピレンは，「明示的又は黙示的にカルテルの対象

から除外したかまたはこれと同視し得る合理的な理由がある特段の事

情が認められる場合」に当たることは明らかであり，Ｒに対する売上

額は，課徴金の算定の基礎となる売上額から控除されるべきものであ

る。 

(2) 被告の主張 

ア 総論 

(ア) Ａは，他の事業者と共同してポリプロピレンの販売価格の引き上

げを決定し，相互にその事業活動を拘束することにより，公共の利益

に反して我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実

質的に制限していたものであって，独占禁止法２条６項に規定する不

当な取引制限に該当し，同法３条の規定に違反するものであり，同法

７条の２第１項に規定する商品の対価に係るものである。 

Ａはポリプロピレンの製造販売業を営んでいたものであるが，平成

１６年８月１日付けで原告との間で原告を存続会社として合併したこ

とにより消滅し，同法７条の２第５項の規定によりＡがした違反行為

は，原告がした違反行為とみなされる。 

(イ) 独占禁止法７条の２第１項は，事業者が商品の対価に係る不当な

取引制限をしたときは，事業者に対し，当該行為の実行としての事業

活動が行われた期間における「当該商品」の売上額を基礎として計算
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した額の課徴金の納付を命ずる旨を規定している。 

「不当な取引制限」とは，同法２条６項において「業者が（中略）

他の事業者と共同して（中略）相互にその事業活動を拘束し，又は遂

行することにより，公共の利益に反して，一定の取引分野における競

争を実質的に制限すること」をいうから，同法７条の２第１項にいう

「当該商品」とは，「当該行為」，すなわち一定の取引分野における

競争を実質的に制限する違反行為が行われた場合において，違反行為

である相互拘束の対象とされた商品全体である。そして，対象商品の

範ちゅうに属さない商品は「当該商品」に該当しないのはいうまでも

ないから，独占禁止法７条の２第１項所定の「当該商品」とは，違反

行為の対象商品の範ちゅうに属する商品であって，当該行為による拘

束を受けたものをいうと解される。また，対象商品の範ちゅうは，違

反行為の内容に応じ，商品の種類，取引地域，取引段階，取引相手方

等の要素によって画定されるものであるところ，これらの要素によっ

て画定された対象商品の範ちゅうに属する商品については，当該違反

行為による拘束を受け，定性的に違反行為の影響が及ぶものであるか

ら，原則として当該範ちゅうに属する商品全体が課徴金の算定対象と

なる。したがって，違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品につ

いては，当該行為を行った事業者が明示的に又は黙示的に当該行為の

対象から除外したこと，あるいは，これと同視し得る合理的な理由に

よって定型的に当該行為による拘束から除外されていることを示す特

段の事情がない限り，当該行為による拘束を受けたものと推定し，当

該商品に該当するものとして課徴金の算定対象に含めるのが相当であ

る。 

(ウ) また，親会社と子会社は，あくまで別の法人格を有するのである

から原則としてそれぞれ独立した別個の事業者と解するべきであり，
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違反行為を行った事業者（親会社）が，違反行為の対象となった商品

を子会社に対して販売した場合であっても，課徴金の算定の基礎とな

るべき当該商品の売上額は，違反行為を行った事業者の当該商品に係

る売上額を意味し，当該事業者に当該商品に係る売上げが発生してい

る以上は，この売上げは「当該商品」の売上額に該当し，課徴金算定

の基礎となる売上げとなることは，条文上明確であり，親子会社間の

取引か否かは「当該商品」の売上額にかかる認定に影響を与える関係

にはない。そもそも，独占禁止法の定める課徴金の制度は，カルテル

の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし，カルテ

ルの予防効果を強化することを目的として設けられたものであり（最

高裁平成１４年（行ヒ）第７２号平成１７年９月１３日第三小法廷判

決・民集５９巻７号１９５０頁），独占禁止法７条の２は，課徴金の

算定について，違反行為の実行期間における対象商品の又は役務の売

上額に一定率を乗ずる方法を採用していることに照らすと，親子会社

間の取引を課徴金の対象から除外すべきと解する根拠はない。 

(エ) 本件審決において認定された本件違反行為の対象商品はポリプロ

ピレンであり，その取引先による限定は加えられていないのであるか

ら，Ｏ向け商品及びＲ向け商品は，いずれも本件違反行為の対象商品

の範ちゅうに属する商品である。また，Ｏ向け商品及びＲ向け商品に

ついて，本件違反行為の参加者らが，明示的又は黙示的に本件違反行

為の対象からあえて除外したという事情は認められないから，Ｏ向け

商品及びＲ向け商品が定型的に本件違反行為による拘束から除外され

ていることを示す特段の事情の有無が問題となるが，Ｏ向け商品及び

Ｒ向け商品について，そのような事情も認められないから，これらの

商品については，本件違反行為による拘束を受けたものと推定し「当

該商品」に該当するものとして課徴金算定対象に含めるべきである。 
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イ 争点(1)について 

(ア) 本件では，ＡがＯに販売したＯ向け商品が違反行為の対象とな

ったポリプロピレンに該当する以上，違反行為者間の明示又は黙示

の合意によってＯ向け商品が本件違反行為の対象から除外された等

のＯ向け商品が違反行為の拘束を受けたものではないことをうかが

わせる特段の事情が存在しない限り，Ｏ向け商品に係る売上げは

「当該商品」の売上げに該当すると解すべきところ，ＡとＯが親子

会社であったとの事情の存在のみでは，上記特段の事情に該当する

ものとはいえない。むしろ，本件では，Ｏ向け商品の価格は，本件

違反行為によるポリプロピレンの値上げ等と連動していたというの

であるから，Ｏ向け商品が本件違反行為の対象となるものであった

ことは明らかである。 

仮に，対象商品に係る取引が同一企業内における加工部門への物

資の移動と同視し得る場合には，「当該商品」の売上額には該当し

ないと解するとしても，同一企業内における加工部門への物資の移

動と同視し得るか否かは，対象となった商品の販売先が，その商品

を原料として別の商品に加工し，加工された商品を当該販売先自ら

需要者に販売するか否か等の諸事情を総合考慮した上で判断される

ものであり，違反行為の対象となった商品の販売相手が全額出資子

会社か否か，又は，子会社が親会社の支配下にあったか否かの事実

のみによって判断されるものではない。本件では，そもそも，Ｏは，

Ａから購入したポリプロピレンを原料として製造した商品を自ら需

要者に販売していたのであり，販売としての事業活動を実施してい

たのであるから，上記場合にも該当しないことは明らかである。 

(イ) 以上の事情によれば，Ｏ向け商品が，本件違反行為の参加者ら

が明示的又は黙示的に当該行為の対象からあえて除外していたこと
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と同視し得る合理的な理由によって定型的に当該行為による拘束か

ら除外されていることを示す特段の事情があると認めることもでき

ない。 

(ウ) ナフサリンク方式は，原料であるナフサの価格に連動して販売

価格を設定する旨の契約によるものであり，本件違反行為の実施に

伴って価格改定が行われるようなものでないのに対し，Ｏ向け商品

の販売価格の決定方法は，Ｏが製造販売するフィルム，シート及び

不織布の３分野ごとに，Ａの販売するポリプロピレンに係る代表的

な大手需要者としてあらかじめ定められた者向けのポリプロピレン

の販売単価の９０パーセントとすることとされていたのであり，本

件違反行為によるポリプロピレンの値上げ等が行われた場合には，

Ｏ向け商品の販売価格もそれと連動して値上げ等される関係にあっ

た。したがって，Ｏ向け商品の販売価格の決定方法は，本件違反行

為の影響を受けるという点でナフサリンク方式と全く異なるもので

あり，販売価格の決定方法によって，Ｏ向け商品が定型的に本件違

反行為による拘束から除外されていることを示す特段の事情は認め

られない。 

(エ) 原告は，Ｏに対する販売価格が，平均的市場価格より優遇され

た価格であって，Ｏは実質的にＡからポリプロピレンの支給を受け

ていたといえ，ＯがＡ以外の他の事業者からポリプロピレンを購入

することが現実にあり得ず，Ｏ向け商品は当初から競争が行われる

分野ではなかったから，定型的に違反行為による拘束から除外され

ていると主張する。しかし，Ｏに対する取引が経理上売買の形をと

っている以上，ＯがＡからポリプロピレンの支給を受けていたとは

いえず，ＯがＡ以外の業者からポリプロピレンを購入する可能性が

否定されるわけではないから，Ｏ向け商品が，競争が行われる分野
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でなかったとはいえず，原告の主張は失当である。 

(オ) Ｏがポリプロピレンを加工等せず単純に転売している事実はな

くＡがＯを隠れ蓑にして市場にポリプロピレンを出荷している関係

にないことは，Ｏ向け商品の売上げを課徴金の算定対象とするか否

かとは関係がない。 

(カ) 原告の援用する公正取引委員会昭和５９年２月２日付け審決は，

全額出資の子会社に対する取引であることのみによってその売上げ

を課徴金算定の基礎から一律に除外するのではなく，個々の事案ご

とに他の事情も勘案して課徴金算定の基礎から除外するか否かを判

断する立場をとっているものと解され，ＯがＡの全額出資子会社で

あることのみをもって，Ｏ向け商品の売上げが課徴金算定の基礎か

ら除外されるべきであるということはできない。 

(キ) 「指針」に関しては，「事業者は不公正な取引方法を用いては

ならない。」と規定されている(独占禁止法１９条）ところ，親会社

と子会社は，あくまで別の法人格を有する以上，別の事業者として

独占禁止法が適用されるのであり，親会社と子会社を一体のものと

見て，一体としての親子会社を一つの事業者として独占禁止法が適

用されるわけではない。しかしながら，子会社は，法人格としては

別に存在していても，独立の取引単位としての機能を有していない

場合があり，親会社が，その製品を子会社を通じて販売するに際し

て，子会社に対し，子会社がその取引先に販売すべき価格を指示す

る場合等，親子会社間の行為が，独占禁止法の保護目的である「競

争」に影響を及ぼすものでない場合があるが，そのような場合にも，

親子会社はそれぞれ別の事業者であるとの前提に立って，親子会社

間の行為に不公正な取引方法に係る規定を機械的に当てはめると，

外形上不公正な取引方法として禁止される行為に該当するかのよう
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に見える場合がある。このような場合は，原則として，不公正な取

引方法による規制を受けないことを明確化したものである。「指

針」は一定の親子会社間の取引は，その実態を考慮して不公正な取

引方法の規制の対象とならないことを明確にしたものにとどまり，

その適用は不公正な取引方法の対象となる親子会社間の取引の局面

に限定される。ただし，親会社が子会社以外の取引先に対しても，

子会社と同様の制限を課している場合には，全額出資子会社の場合

であっても，当該子会社に対しても一取引先事業者として制限を課

していると認められるから，不公正な取引方法による規制の対象と

なる。不公正な取引方法以外の独占禁止法違反行為には，「指針」

の考え方は，そのまま適用されるものではなく，例えば不当な取引

制限について，親子会社又は兄弟会社間のみで不当な取引制限行為

を行っている場合に，これら事業者の間で不当な取引制限が成立し

ているとみるべきか否かは，個々の事案の具体的な事情に応じて実

態に即した事実認定がなされるのであり，親子会社間取引について

一律に同一企業内の行為に準ずるものとする運用を行っている事実

はない。  

ウ 争点(2)について 

(ア) ナフサリンク方式は原料であるナフサの価格に連動して販売価

格を設定する旨の契約によるものであり，本件違反行為の実施に伴

って価格改定が行われるようなものでないのに対し，Ｒ向け商品の

販売価格は，Ａが販売する「ナチュラル品」と呼ばれるポリプロピ

レン（ただし，Ｒ向けのものを除く。）の平均単価の９０パーセン

トとすることとされ，平均単価にはナフサ連動や輸入品価格連動に

よるものもすべて含まれており，ＡとＲとの間であらかじめ一定の

指標を決め，これを基準として計算方式を定めてそれに基づく四半
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期ごとに前四半期の実績値に基づき自動的，機械的に販売価格を設

定していたとしても，本件違反行為によるポリプロピレンの値上げ

等が行われた場合には，Ｒ向け商品の販売価格もそれと連動して値

上げ等される関係にあったのであり，本件違反行為の影響を受ける

という点で，ナフサリンク方式と全く異なるものである。企業間の

商品取引における販売価格の設定方法としては様々なものがあり得

るところ，その一つとしてＲ向け商品の販売価格の設定方法が，一

般の需要者と異なり，一定の計算式によって自動的に定まる方法が

採用されていたからといって，ＡとＲとの間の取引関係がＡと他社

との間の取引関係と質的に異なるものであったとはいえない。 

一般の需要者のようにＡとＲとの間で個別の価格交渉等が行われ

なかったとの点についても，一定の計算式によって自動的に定まる

販売価格の設定方法が採用されていたことの結果にすぎず，これが，

両社間の取引関係がＡと他社との間の取引関係と質的に異なるもの

であった根拠にはならない。 

(イ) Ｒが，ＡとＳとの均等出資により設立され，Ｒの代表取締役は

一貫してＡから派遣され，Ｒの取締役，監査役はそれぞれＡとＳか

ら各２分の１の人数を派遣しているとしても，Ｒは，Ａと別個の法

人格を有するものとして，Ａから購入したポリプロピレンを原料と

して製造した製品をＡではなく他の需要者に販売していた者である

ことから，Ｒに対する取引について同一企業内における加工部門へ

の物資の移動と同視し得るものということはできない。 

(ウ) 原告は，合弁基本契約書の定めにより，Ｒ向けの合成樹脂につ

いてはＡが供給責任を負い，かつ，市場競争力ある価格及び条件で

供給するものとされており，Ｒはポリプロピレン等の合成樹脂につ

いては，全量Ａから購入し，他社から購入することはなく，Ｒにつ
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いてＡと競合しようとするメーカーはなかった旨主張する。しかし，

合弁基本契約書に，Ｒ自身の原料調達に何らかの制約を課す条項は

なく，また，ＡのＲ向けポリプロピレンの販売価格は，「ナチュラ

ル品」と呼ばれるポリプロピレンの９０パーセントとすることとさ

れていたところ，それが他のポリプロピレン製造業者から提示され

ることがあり得ないほどの低価格であったとはいえず，その他の事

情を考慮しても，Ｒにおけるポリプロピレンの仕入れについて，お

よそＡ以外の業者が参入する余地が全くなかったとはいえないので

あるから，原告の主張は失当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 課徴金算定の対象となる商品について 

独占禁止法の定める課徴金の制度は，昭和５２年法律第６３号による独占

禁止法改正において，カルテルの摘発に伴う不利益を増大させてその経済的

誘因を小さくし，カルテルの予防効果を強化することを目的として，既存の

刑事罰の定めやカルテルによる損害回復をするための損害賠償制度に加えて

設けられたものであり，カルテル禁止の実効性確保のための行政上の措置と

して機動的に発動できるようにしたものである（前掲最高裁判所平成１７年

９月１３日第三小法廷判決）。 

独占禁止法７条の２第１項は，事業者が不当な取引制限で，商品の対価に

係るものをしたときは，実行期間における当該商品の政令で定める方法によ

り算定した売上額に１００分の６を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国

庫に納付することを命じなければならないものと定めており，これを受けて

独占禁止法施行令５条は，その売上額の算定方法を，いわゆる引渡基準によ

り実行期間において引き渡した商品の額を合計する方法によることとし，こ

こから控除すべきものとして，同条１号ないし３号の場合だけを明文で掲げ

ており，同６条は，引渡基準によって売上額を算定すると事業活動の結果と
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著しい差異を生じる事情があると認められるときは，例外としていわゆる契

約基準によることとし，実行期間において締結した商品の販売に係る契約に

より定められた対価の額を合計する方法とすると定め，その場合の合計額か

ら控除するものとして同５条３号だけを準用している。 

以上によれば，独占禁止法は，課徴金の算定方法を具体的な法違反による

現実的な経済的不当利得そのものとは切り離し，売上額に一定の比率を乗じ

て一律かつ画一的に算出することとして，カルテル禁止の実効性確保のため

の行政上の措置として機動的に発動できることを図ったものと解すべきであ

る。 

そして，独占禁止法７条の２第１項にいう「当該商品」とは，違反行為で

ある相互拘束の対象である商品，すなわち，違反行為の対象商品の範ちゅう

に属する商品であって，違反行為である相互拘束を受けたものをいうと解す

べきであるが，上記のような課徴金制度の趣旨及び課徴金の算定方法に照ら

せば，違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品については，一定の商品

につき，違反行為を行った事業者又は事業者団体が，明示的又は黙示的に当

該行為の対象から除外するなど当該商品が違反行為である相互拘束から除外

されていることを示す事情が認められない限り，違反行為による拘束が及ん

でいるものとして，課徴金算定の対象となる当該商品に含まれ，違反行為者

が，実行期間中に違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品を引き渡して

得た対価の額が，課徴金の算定の基礎となる売上額となると解すべきである。 

２ 争点(1)について 

(1) Ｏは，Ａが資本の全額を出資して昭和５９年１月１１日に設立され（当

時の商号「Ｔ株式会社」），設立以来，ポリプロピレンを原料としたフィ

ルム，シート等の合成樹脂製品の製造を行っており，設立以来，ＯとＡと

の間の資本関係に変化はなく，平成１６年８月，Ａが原告に吸収合併され

て以後は，原告の全額出資子会社となった。Ｏの役員は全員がＡからの出
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向又は兼任であった。当初，Ｏは，Ａからポリプロピレンの提供を受け，

それを製品に加工してＡに納入し，Ａが需要者に販売する委託加工取引関

係にあり，ＯはＡから委託加工費を得ていたが，平成１２年４月，Ａの加

工製品事業を譲り受け，同月から，Ａとの間の委託加工契約を解消し，Ｏ

がＡからポリプロピレンを購入してフィルム等の製品を製造し自ら需要者

に販売する取引形態となり，ＯとＡとの取引関係は委託加工契約取引関係

から売買契約取引関係へと変更された。 

平成１２年当時，ＯのＡからのポリプロピレンの購入単価は，Ｏが製造

販売するフィルム，シート，不織布の各製品の分野ごとに，Ａが原料であ

るポリプロピレンを販売する代表的な大手需要者として定めた者向けの販

売単価の９０パーセントに相当する価格とすることが定められており，Ｏ

が，Ａ以外の事業者からポリプロピレンを購入することはなかった。（査

第１号証，審第１ないし３号証，第１９号証） 

(2) 本件違反行為は，Ａが，他の事業者と共同してポリプロピレン（ナフサ

リンク方式による契約を締結しているものを除く。）の販売価格の引き上

げを決定し，相互にその事業活動を拘束することにより，公共の利益に反

して，我が国におけるポリプロピレンの販売分野における競争を実質的に

制限していたというものであり，その対象となる商品は，ナフサリンク方

式による契約を締結しているものを除くポリプロピレン全体である。そし

て，ＡがＯに対して販売したのはポリプロピレンであってその商品の範ち

ゅうに含まれ，本件違反行為を行った事業者が，特に，Ｏへ販売した商品

を本件違反行為の対象から除外した事実は認められず，これが本件違反行

為である相互拘束から除外されていることを示す事情も認められない。 

(3)ア 原告は，ＯがＡの全額出資子会社であり，このような全額出資子会社

については，経理上ＡのＯに対するポリプロピレンの売上げとされている

ものであったとしても，同一企業内における加工部門への物資の移動と同
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視し得るものであるから，Ｏ向けのポリプロピレンは，そもそも違反行為

の対象商品の範ちゅうに属しないか，少なくとも「定型的に当該行為によ

る拘束から除外されることを示す特段の事情」があり，独占禁止法７条の

２第１項にいう「売上額」に当たらず，課徴金算定の基礎となる売上額か

ら除外されるべきであると主張する。 

しかしながら，Ｏは，Ａの全額出資の子会社であるとはいえ，違反行為

者であるＡとは別個の法人格を有し，法律上も独立の取引主体として活動

しているものである以上，そのような子会社に販売した商品が違反行為の

対象である商品から除外されているものと認めることはできない。もっと

も，全額出資子会社に対する商品の販売が，同一企業内における加工部門

への物資の移動と同視し得るような事情が存在する場合には，そのような

子会社へ販売した商品が，違反行為の対象となる商品から除外され，その

商品の売上額が，課徴金算定の基礎となる売上額から除外されると解すべ

き余地はある。 

しかし，本件において，Ｏは，平成１２年４月までは，Ａからポリプロ

ピレンの提供を受け，それを製品に加工してＡに納入してＡが需要者に販

売する委託加工取引関係にあったものの，平成１２年４月から，Ａとの間

の委託加工契約を解消し，本件実行期間においては，Ａから購入したポリ

プロピレンを原料として製造した製品を，自ら需要者に対して販売してい

たことに照らすと，ＯをＡの同一企業内における加工部門と同視し得るよ

うな事情は認められない。また，Ｏに対するポリプロピレンの販売単価が

大手需要者に対する販売単価の９０パーセントに相当する価格とする算定

方法により決定されていたことも，Ｏが，取引条件において優遇されてい

たことをうかがわせるものの，そのことから，ＯがＡの同一企業内におけ

る加工部門と同視し得るような事情があるとは認められず，他に，上記事

情の存在を認めるに足りる証拠はない。 
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イ また，原告は，ＡのＯに対するポリプロピレンの販売単価が，大手需要

者に対する販売単価の９０パーセントという決定方式により自動的，機械

的に設定され，ＯがＡとポリプロピレンの販売価格について交渉する関係

にはなく，そのような販売価格の決定方法が，通常の需要者向けの販売価

格の決定方法と質的に全く異なるものであり，また，ＯがＡ以外からポリ

プロピレンを購入することはあり得ないから，Ｏ向けのポリプロピレンの

販売は，競争が行われる取引分野には当たらず，Ｏ向けのポリプロピレン

は，定型的に違反行為による拘束から除外されていると主張する。 

しかしながら，Ｏに対するポリプロピレンの販売単価の決定方法が上

記のようなものであるとしても，本件違反行為によりＡの事業活動が相

互拘束を受けた結果，一般の需要者に対するポリプロピレンの販売価格

が値上げされた場合には，そのうちの大手需要者に対する販売単価の９

０パーセントに相当する価格と定められていたＯへ販売するポリプロピ

レンの単価も自動的に値上げされる結果となることに照らすと，Ｏ向け

のポリプロピレンが，本件違反行為による拘束から除外されていること

を示す事情は認められない。 

また，Ｏは，前判示のように法律上独立の取引主体であり，Ａの全額

出資の子会社であることから，当然にＡ以外の事業者からポリプロピレ

ンを購入することができないものとすべき理由はなく，それ以外に，Ａ

以外の事業者からのポリプロピレンの購入を法律上，あるいは契約上禁

じられていたことを認めるに足りる証拠もない。したがって，Ｏ向けポ

リプロピレンの販売が，競争の行われる余地のない分野での行為である

ということもできない。 

ウ なお，原告は，「指針」が，親子会社間の取引が実質的に同一企業内

の行為に準ずるものと認められる場合があることを認めており，その基

礎にある考え方は，課徴金の賦課についても共通するものであると主張
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する。 

しかしながら，「指針」は，親子会社間における取引が不公正な取引

方法による規制の対象となるか否かに関するものであり，不当な取引制

限のある場合について当然に適用されるべきものではない。そして，子

会社が親会社の同一企業内の加工部門と同視し得るような場合に，親会

社が子会社に販売した商品が，違反行為の対象となる商品から除外され

ていると解すべき余地があるが，ＡとＯとの関係は，そのような場合に

は当たらないことは前判示のとおりである。 

エ 原告の主張はいずれも採用することができない。 

３ 争点(2)について 

(1) Ｒは，Ａが５０パーセント，Ｓが５０パーセントを出資して昭和５４年

５月に設立され，合成樹脂製品の複合材料の製造販売を行っており，その

購入するポリプロピレンの全量を，原則としてＡから購入していた。Ｒ設

立に当たり，ＡとＳとの間において，合弁基本契約書が締結され，Ａ及び

ＳからＲの取締役を各同数，代表取締役各１名，監査役各１名を選出する

こと，ＡはＲに対しその製品製造に適する合成樹脂を市場競争力ある価格

及び条件で供給するものとすることなどが定められ，Ｒの役員はＡ及びＳ

から各半数ずつが派遣されていた。 

ＡがＲに販売するポリプロピレンは，ナチュラル品と呼ばれるポリプロ

ピレンであり，平成１２年当時のＡのＲ向けポリプロピレンの販売単価は，

Ａが販売するすべてのナチュラル品（Ｒ向けを除く。）の平均単価の９０

パーセントに設定することが決められており，四半期が終了するごとに実

績を把握し，次の四半期に適用される単価が自動的に改定されていた。Ｒ

がＡ以外の事業者からポリプロピレンを購入することは原則としてなかっ

たが，顧客からの要望により，Ａにはないグレードのポリプロピレンを少

量購入することはあった。（査第１号証，第２号証，審第１０ないし１４
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号証，第１９号証，第２０号証） 

(2) 本件違反行為は，第２の２(2)判示のとおりであり，その対象となる商

品は，ナフサの価格に連動して自動的に販売価格を設定する旨の契約を締

結しているものを除くポリプロピレン全体である。そして，ＡがＲに対し

て販売したのはポリプロピレンであってその商品の範ちゅうに含まれ，本

件違反行為を行った事業者が，特に，Ｒへ販売した商品を本件違反行為の

対象から除外した事実は認められず，これが本件違反行為による拘束から

除外されていることを示す事情も認められない。 

(3)ア 原告は，Ｒ向けのポリプロピレンの販売単価の決定方式が上記のよう

なものであり，ＲとＡとの間においてポリプロピレンの販売単価につい

て交渉が行われることはなく，一定の算定方法に従って自動的，機械的

に価格が決定される点で，ナフサリンク方式により販売価格が決定され

る場合と異ならないから，Ｒ向けのポリプロピレンは，違反行為による

拘束から定型的に除外されているものであり，その売上額は課徴金算定

の対象となる売上額から除外されるべきであると主張する。 

しかしながら，ナフサの価格に連動して自動的に販売価格を設定する

旨の契約が締結されているナフサリンク方式の場合には，原料であるナ

フサの価格に連動して自動的にポリプロピレンの販売価格が決定される

ものであって，上記ナフサの価格が本件違反行為である相互拘束を受け

るものではないのであるから，ナフサリンク方式による契約がされてい

るポリプロピレンは，本件違反行為の拘束を受けるものでないことが明

らかである。これに対し，Ｒへ販売するポリプロピレンの販売単価は，

四半期ごとのＲ向けを除くナチュラル品のポリプロピレンの平均販売単

価の９０パーセントに相当する価格と合意されていたのであるから，本

件違反行為によりＡの事業活動が相互拘束を受ける結果，一般の需要者

に対する上記ポリプロピレンの販売価格が値上げされた場合には，Ｒ向
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けのポリプロピレンの販売単価も自動的に値上げされる結果となること

に照らすと，ＡがＲへ販売したポリプロピレンが，本件違反行為による

相互拘束から除外されているものとは認められない。 

イ また，原告は，Ｒに対するポリプロピレンの販売価格の決定方法が，

交渉により販売価格が決定される一般の需要者との取引関係とは質的に

異なるものであり，ＲはＡの完全子会社と実質的に同視されており，Ｒ

に対するポリプロピレンの販売は，Ａの同一企業内における加工部門へ

の物資の移動と位置づけられ，ＡがＲ向けのポリプロピレンに対して違

反行為による拘束を及ぼして高い販売単価で販売する意義はなく，また，

ＲがＡ以外の事業者からポリプロピレンを購入することもあり得ないか

ら，Ｒとの取引は，競争が行われる分野ではなく，Ｒ向けのポリプロピ

レンは，明示的又は黙示的に違反行為の対象から除外されたのと同視し

得る特段の事情があると主張する。 

しかしながら，ＡとＲが上記のとおり親子会社の関係にあるとしても，

Ｒが違反行為者であるＡとは別個の法人格を有し，法律上も独立の取引

主体として活動しているものである以上，そのようなＲへ販売したポリ

プロピレンが違反行為の対象である商品から除外されているものと認め

ることはできない。その上，Ｒは，Ａから購入したポリプロピレンを原

料として製造した製品を，自ら需要者に対して販売していたこと，Ｓも

Ａと同じくＲの株式の５０パーセントを保有し，役員の半数を派遣して

いたものであって，ＲがＡの完全な支配下にあったと認めることもでき

ないことを総合考慮すれば，ＲをＡの同一企業内における加工部門と同

視し得るような事情は認められないというべきである。 

また，Ａは，合弁基本契約書に基づき，Ｒに対しその製品製造に適す

る合成樹脂を市場競争力ある価格及び条件で供給する義務を負っていた

ことが認められるが，Ｒが，顧客からの要望により，Ａにはないグレー
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ドのポリプロピレンを少量購入することがあったことは前判示のとおり

であり，Ａ以外の事業者からポリプロピレンを購入することが，法律上，

あるいは契約関係上禁じられていたと認めるに足りる証拠はない。した

がって，Ｒ向けのポリプロピレンの販売が，競争の行われる余地のない

分野であり，Ｒ向けのポリプロピレンが違反行為の対象から除外されて

いたと認めるには足りず，そのポリプロピレンの売上額が課徴金算定の

対象となる売上額から除外されるべきものとは認められない。 

４ 結論 

以上のとおり，本件実行期間におけるＡのポリプロピレンの売上額からＯ

に対する売上額及びＲに対する売上額を除外すべき理由はなく，独占禁止法

施行令５条の規定に基づき算定される売上額は２３億６９２１万６５０２円

であり，これに基づき独占禁止法７条の２第１項の規定により算出される課

徴金の額は本件審決が支払を命じた１億４２１５万円である。 

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担

につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判

決する。 
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